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!愛媛県告示第１１０１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１１００号

次のとおり落札者を決定した。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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!愛媛県告示第１１０２号

次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 長浜の６計画区 平成２７年度から

平成２８年度まで

大洲市（長浜の一

部）の地籍図及び

地籍簿

大洲市 新谷の一部等５

単位区域

平成２６年度から

平成２７年度まで

大洲市（新谷及び

菅田の一部）の地

籍図及び地籍簿

松前町 北川原の一部 平成２７年度から

平成２８年度まで

松前町（大字北川

原の一部）の地籍

図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２９年１０月１３日

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

伊予市上吾川、下吾川地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・吾川地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２９年１０月１６日から１１月１３日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所本庁

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０４号

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１１０５号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

南君西Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１７号までを順次

結んだ線、標柱１７号と標柱１８号を県道舟間伊予吉田停車場線北側官

民境界線で結んだ線、標柱１８号から標柱２１号までを順次結んだ線、

標柱２１号と標柱２２号を県道舟間伊予吉田停車場線北側官民境界線で

結んだ線及び標柱２２号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０６号

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、中国四国農政局道前平野農地整備事業

所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２９年１０月２日から

平成３０年１月１１日まで

３ 作業地域 西条市周布、西条市丹原町田野上方

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０７号

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタル撮影、写真地図作成）

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

旭調剤薬局 東店
あさひ調剤薬局 ひがし
店

平成２９年９月１日

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２９
年１０月
５日

愛媛県
第１２６９
号

魚かす
粉末

南海魚
粕粉末
８．５－
７

窒素全
量８．５
りん酸
全量

７

南海物産株式会
社
松山市古三津２
丁目２０番３８号

市 町 大 字 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町南君 伊崎 ７番 １号、２号

５８番１ ３号、４号

６０番３ ５号

６２番 ６号

６４番１ ７号

６３番１ ８号

７１番 ９号

７２番 １０号

６９番 １１号、１２号、１３号、１４号

９４番１ １５号

８７番１ １６号

８１番４ １７号

６８番１ １８号

６７番１ １９号、２０号

６１番８ ２１号

２番１ ２２号

愛 媛 県 報平成２９年１０月１３日 第２９１７号

７６３



!"!"!"!"!"!"!"
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２ 作業期間 平成２９年４月２４日から

１０月２日まで

３ 作業地域 新居浜市全域

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

１・４・１ 自動車専用松山外環状線

２ 都市計画を変更する土地の区域

! 追加する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居二丁目、

北井門二丁目の各一部

" 削除する部分 松山市来住町の一部

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１０９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

３・２・３ 来住余戸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

! 追加する部分 松山市来住町、北井門二丁目の各一部

" 削除する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居二丁目、

北土居三丁目、北井門二丁目の各一部

"!"!"!"

!愛媛県告示第１１１１号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２９年１０月１３日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２９年１０月４日

３ 指定道路の位置

西予市宇和町下松葉３２３番の一部、３２７番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

! 延長 ３９．３７メートル

" 幅員 ４．７５メートル

!愛媛県告示第１１１０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１１１２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小倉三間線

宇和島市三間町大内６４０番１０から

同町大内１３３まで
旧 ３．８～１２．４ ０．６２６

宇和島市三間町大内６４０番１０から
同町大内１３３まで

及 び
宇和島市三間町大内３３４から
同町大内３８９まで

新

３．８～１２．４

及び

７．４～７１．６

０．６２６

０．８９０

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市新谷甲１０６０番から

同市新谷甲１０８４番３まで

旧 ６．７～１２．２ ０．１２７

新 １０．４～１５．１ ０．１２７

愛 媛 県 報平成２９年１０月１３日 第２９１７号
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訓 令

!愛媛県訓令第１０号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

河

川

課

１ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～８ 省略 河

川

課

１ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～８ 省略

９ １級河川における舟又はい

かだの通航の制限（河川法施

行令（以下この部において

「政令」という。）第１５条第

２項、第１６条の２）

○ ９ １級河川における舟又はい

かだの通航の制限（河川法施

行令（以下この部において

「政令」という。）

第１６条の２）

○

１０ １級河川における竹木の流

送の許可（政令第１５条第２

項、第１６条の３）

○ １０ １級河川における竹木の流

送の許可（政令

第１６条の３）

○

１１・１２ 省略 １１・１２ 省略

１３ 汚水排出の届出基準量と異

なる量の指定（政令第１５条第

２項、第１６条の５第１項、第

４項）

○ １３ 汚水排出の届出基準量と異

なる量の指定（政令第１６条の

５

）

○

１４ 河川管理上支障を及ぼすお

それのある行為の許可（政令

第１５条第２項、第１６条の８）

○ １４ 河川管理上支障を及ぼすお

それのある行為の許可（政令

第１６条の８第１項 ）

○

１５～２４ 省略 １５～２４ 省略

２５ 渇水時における水利使用の

調整のあつせん又は調停（第

５３条第３項）

○ ２５ 渇水時における水利使用の

調整のあつせん又は調停（第

５３条 ）

○

２６～３２ 省略 ２６～３２ 省略

３３ 河川協力団体に対する業務

改善命令（第５８条の１１第２

項）

○ ３３ 河川協力団体に対する業務

改善命令（第５８条の１０第２

項）

○

３４ 河川協力団体の指定の取消

し（第５８条の１１第３項、第４

項）

○ ３４ 河川協力団体の指定の取消

し（第５８条の１０第３項、第４

項）

○

３５～３９ 省略 ３５～３９ 省略
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 省略 ２ 省略

３ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 水防に関すること。 ３ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 水防に関すること。

!～" 省略 !～" 省略

# 水防協議会の設置等（第

８条第１項、第４項）

○ # 水防協議会の運営及び委

員の委嘱

○

２ 水防活動に関すること。 ２ 水防活動に関すること。

!～$ 省略 !～$ 省略

% 水防管理者等に対する情

報提供、助言その他の援助

（第１５条の１２第１項）

○

& 河川協力団体に対する協

力の要請（第１５条の１２第２

項）

○

' 省略 % 省略

( 省略 & 省略

３・４ 省略 ３・４ 省略

４～６

省略

４～６

省略

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

管

理

課

１～１２

省略

管

理

課

１～１２

省略

１３ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～１４ 省略 １３ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～１４ 省略

１５ 河川協力団体からの報告の徴

収（第５８条の１１第１項）

○ １５ 河川協力団体からの報告の徴

収（第５８条の１０第１項）

○

１６ 河川協力団体に対する情報提

供又は指導若しくは助言（第５８

条の１２）

○ １６ 河川協力団体に対する情報提

供又は指導若しくは助言（第５８

条の１１）

○

１７ 土地の占用等に関する河川協

力団体の協議に対する同意（第

５８条の１３）

○ １７ 土地の占用等に関する河川協

力団体の協議に対する同意（第

５８条の１２）

○

１８～２１ 省略 １８～２１ 省略

１４ 省略 １４ 省略

１５ 水防

法の施

行に関

する事

１ 都道府県大規模氾濫減災協議

会の設置（第１５条の１０）

○ １５ 水防

法の施

行に関

する事

２ 省略 １ 省略

３ 省略 ２ 省略
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

務 ４ 省略 務 ３ 省略

１６～３８

省略

１６～３８

省略

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

用

地

管

理

課

１～１７

省略

用

地

管

理

課

１～１７

省略

１８ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～１３ 省略 １８ 河川

法の施

行に関

する事

務

１～１３ 省略

１４ 河川協力団体からの報告の徴

収（第５８条の１１第１項）

○ １４ 河川協力団体からの報告の徴

収（第５８条の１０第１項）

○

１５ 河川協力団体に対する情報提

供又は指導若しくは助言（第５８

条の１２）

○ １５ 河川協力団体に対する情報提

供又は指導若しくは助言（第５８

条の１１）

○

１６ 土地の占用等に関する河川協

力団体の協議に対する同意（第

５８条の１３）

○ １６ 土地の占用等に関する河川協

力団体の協議に対する同意（第

５８条の１２）

○

１７～２０ 省略 １７～２０ 省略

１９ 省略 １９ 省略

２０ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 都道府県大規模氾濫減災協議

会の設置（第１５条の１０）

○ ２０ 水防

法の施

行に関

する事

務

２ 省略 １ 省略

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

２１～５２

省略

２１～５２

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

!～"の２ 省略

"の３ 河川法第５８条の８第３項、第５８条の１１第１項、第５８条の

１２及び第５８条の１３の規定に基づく権限を行うこと。

"の４～#の５ 省略

$ 水防法第１５条の１０の規定に基づく都道府県大規模氾濫減災協

議会の設置に関すること。

$の２～% 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

!～"の２ 省略

"の３ 河川法第５８条の８第３項、第５８条の１０第１項、第５８条の

１１及び第５８条の１２の規定に基づく権限を行うこと。

"の４～#の５ 省略

$ 削除

$の２～% 省略
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公 告

!公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

! 件名

土地（埋立地）の売払い

" 売り払う土地（埋立地）の所在地、地目及び地積等

所在地 地目 地積 予定価格

西条市喜多川字八丁８５３番
６６

雑種地 ９８，５８３．６３! ６９３，０００，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

! 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び警察当局

から排除要請がある者でないこと。

ウ 入札参加申込時に提出した利用計画書に記載された目的の

とおり使用できる見込みが確実である者であること。

エ 本県の長期総合計画に賛同し、本県の方針に従う意思のあ

ること。

オ 東予港の港湾施設を有効に利用し、ひいては本県の産業経

済の発展に寄与する意思のあること。

カ 大気汚染、水質汚濁、騒音などの公害に対し十分な防止対

策を立て実施する意思を有すること。

" 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２９年１０月１３日から２３日までの勤務時間中（月曜日から

金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６９１

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出

すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２９年１０月２３日（月）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

# 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付

場所及び問合せ先

"イに掲げる場所

イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

"イに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

! 日時

平成２９年１０月１８日（水） 午後２時

" 場所

売り払う土地（埋立地）の所在地

３ 入札及び開札

! 入札及び開札の日時

平成２９年１０月２７日（金） 午前１０時

" 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階土木部入札室

# 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

! 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

!～$の４０ 省略

$の４１ 河川法第５８条の８第３項、第５８条の１１第１項、第５８条の

１２及び第５８条の１３の規定に基づく権限を行うこと。

$の４２～$の４５ 省略

$の４５の２ 水防法第１５条の１０の規定に基づく都道府県大規模氾

濫減災協議会の設置に関すること。

$の４６～%の１６ 省略

２～４ 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

!～$の４０ 省略

$の４１ 河川法第５８条の８第３項、第５８条の１０第１項、第５８条の

１１及び第５８条の１２の規定に基づく権限を行うこと。

$の４２～$の４５ 省略

$の４６～%の１６ 省略

２～４ 省略
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監 査 公 表

日本語及び日本国通貨

" 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。この場合において、指定金融機

関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支

払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えること

ができる。ただし、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第

１８号）第１３７条の規定に該当すると認められた者については、

入札保証金の納付を免除する。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

# 入札の無効

２!に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者

に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

$ 契約書作成の要否

要

% 落札者の決定方法

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内で最高価格をもって有効な入札を行った入札

者を落札者とする。

& 売り払う土地（埋立地）の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年以内に、売り払う土地を

入札参加申込時に提出した利用計画書に記載された用途以外

の用途に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受

けなければならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、知事の承認を受ける

ことなく、売り払う土地に係る所有権、地上権その他の使用

若しくは収益を目的とする権利又は抵当権、質権その他の担

保物権の設定又は移転をしてはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

' その他

詳細は、入札心得書による。

!公表第１２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２９年１０月１３日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

行 革 分 権 課 平成２９年８月４日

税 務 課 平成２９年８月４日

総 合 政 策 課 平成２９年８月１０日

秘 書 課 平成２９年８月１０日

広 報 広 聴 課 平成２９年８月１０日

統 計 課 平成２９年８月１０日

情 報 政 策 課 平成２９年８月１０日

地 域 政 策 課 平成２９年８月９日

交 通 対 策 課 平成２９年８月９日

文 化 ・ ス ポ ー ツ 振 興 課 平成２９年８月９日

県 民 生 活 課 平成２９年７月３１日

男 女 参 画 ・ 県 民 協 働 課 平成２９年７月３１日

人 権 対 策 課 平成２９年７月３１日

消 防 防 災 安 全 課 平成２９年７月２６日

防 災 危 機 管 理 課 平成２９年７月２６日

原 子 力 安 全 対 策 課 平成２９年７月２６日

環 境 政 策 課 平成２９年７月２７日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２９年７月２７日

自 然 保 護 課 平成２９年７月２７日

保 健 福 祉 課 平成２９年８月４日

医 療 対 策 課 平成２９年８月４日

健 康 増 進 課 平成２９年８月３日

薬 務 衛 生 課 平成２９年８月３日

子 育 て 支 援 課 平成２９年８月１７日

障 が い 福 祉 課 平成２９年８月１７日

長 寿 介 護 課 平成２９年８月１７日

産 業 政 策 課 平成２９年７月３１日

企 業 立 地 課 平成２９年７月３１日

労 政 雇 用 課 平成２９年７月３１日

産 業 創 出 課 平成２９年８月４日

経 営 支 援 課 平成２９年８月４日

観 光 物 産 課 平成２９年７月２７日

国 際 交 流 課 平成２９年７月２７日

農 政 課 平成２９年８月１８日

農 業 経 済 課 平成２９年８月１８日

ブ ラ ン ド 戦 略 課 平成２９年８月１８日

農 地 整 備 課 平成２９年８月３日

農 産 園 芸 課 平成２９年８月３日

畜 産 課 平成２９年８月３日

林 業 政 策 課 平成２９年７月２７日

森 林 整 備 課 平成２９年７月２７日

漁 政 課 平成２９年８月８日

水 産 課 平成２９年８月８日

漁 港 課 平成２９年８月８日

土 木 管 理 課 平成２９年８月１０日

用 地 課 平成２９年８月１０日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成２９年８月８日

人 事 課 平成２９年８月８日

市 町 振 興 課 平成２９年８月８日

私 学 文 書 課 平成２９年８月８日

財 政 課 平成２９年８月４日
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河 川 課 平成２９年７月２８日

水 資 源 対 策 課 平成２９年７月２８日

港 湾 海 岸 課 平成２９年７月２８日

砂 防 課 平成２９年７月２８日

道 路 建 設 課 平成２９年７月２８日

道 路 維 持 課 平成２９年７月２８日

都 市 計 画 課 平成２９年７月２６日

都 市 整 備 課 平成２９年７月２６日

建 築 住 宅 課 平成２９年７月２６日

国 体 総 務 企 画 課 平成２９年７月２８日

障 が い 者 ス ポ ー ツ 大 会 課 平成２９年７月２８日

国 体 運 営 ・ 施 設 課 平成２９年７月２８日

国 体 競 技 式 典 課 平成２９年７月２８日

国 体 競 技 力 向 上 対 策 課 平成２９年７月２８日

出 納 局 平成２９年８月１０日

人 事 委 員 会 事 務 局 平成２９年８月１８日

議 会 事 務 局 平成２９年８月４日

監 査 事 務 局 平成２９年８月１８日

労 働 委 員 会 事 務 局 平成２９年８月８日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理さ

れたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度及び１７年度 ５３０者 ４６，４５７，９１０
平成２８年度決算
による

（保健福祉課）

２ 看護職員修学資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ０ １，８００，０００ １，８００，０００

２７年度 ０ １，８００，０００ １，８００，０００
金額は各年度
の決算による

差引増減 ０ ０ ０

（医療対策課）

３ 収入未済の延滞金（看護職員修学資金貸付金償還金に伴うもの）に

ついて、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度・２７年度 ２者 ６１，０００
平成２８年度決算
による

（医療対策課）

４ 児童扶養手当返還金について、期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １９５，４００ １，２２７，７９０ １，４２３，１９０

２７年度 ０ １，２２７，７９０ １，２２７，７９０
金額は各年度
の決算による

差引増減 １９５，４００ ０ １９５，４００

（子育て支援課）

５ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一

層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ９，７２３，４７６ ２４７，９６４，９０１ ２５７，６８８，３７７

２７年度 １１，６６４，２７０ ２４１，００６，５３３ ２５２，６７０，８０３
金額は各年度
の決算による

差引増減 △１，９４０，７９４ ６，９５８，３６８ ５，０１７，５７４

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ２１０，０４４ ２０，４２５，２０１ ２０，６３５，２４５

２７年度 ５０７，７９４ ２０，８８４，５６５ ２１，３９２，３５９
金額は各年度
の決算による

差引増減 △２９７，７５０ △４５９，３６４ △７５７，１１４

（子育て支援課）

６ 収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度及び２０年度 １者 ２２７，０００
平成２８年度決算
による

（障がい福祉課）

７ 収入未済の障害者自立支援基盤整備事業費補助金返還金について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 １６，６６２，５９１
平成２８年度決算
による

（障がい福祉課）

８ 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金について、実績

報告額の誤りにより、補助金が１１２，５００円過大に交付されていた。

補助金の交付に当たっては、実績報告の内容が適正であるかどうか

十分審査されたい。

（産業政策課）

９ 収入未済の企業立地促進事業費補助金返還金について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００
平成２８年度決算
による

（企業立地課）

１０ 収入未済の地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度・１７年度 １者 １７，４００
平成２８年度決算
による

（労政雇用課）

１１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ８，０００，０００ ６０，７６７，８９０ ６８，７６７，８９０

２７年度 ８，０００，０００ ５５，０７７，９４７ ６３，０７７，９４７
金額は各年度
の決算による

差引増減 ０ ５，６８９，９４３ ５，６８９，９４３

（林業政策課）

１２ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度～２１年度 ３者 １，０５５，３５５
平成２８年度決算
による

（林業政策課）

１３ 県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足額が

生じ、毎年度繰上充用の措置が講じられているところであるが、平成

２８年度末の歳入不足額は ２３億３，１５１万円と、前年度より ３，５３９万円

減少したものの、平成２８年度の木材価格は県営林経営改善計画策定当

時（平成１１年度）の５割程度にまで下落していることから、平成２７年

３月に見直しを行った県営林経営改善計画を着実に実行するなど、今

後の健全な経営に向けて、より一層努められたい。

（森林整備課）

１４ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ４７０，０００ １，９９７，０００ ２，４６７，０００

２７年度 ０ ２，１１３，０００ ２，１１３，０００
金額は各年度
の決算による

差引増減 ４７０，０００ △１１６，０００ ３５４，０００

（漁政課）

１５ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 ９６９，５１７
平成２８年度決算
による

（漁政課）

１６ 高速道路を利用して通勤している職員（１名）の通勤手当について、

届出と違う経路で通勤していたにもかかわらず、所属において事後の

確認を怠っていたため、１２２，７６８円（平成２８年８月から平成２９年３月

分）が過支給となっていた。

（道路建設課）

１７ 住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済

額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ０ ２８，２５８，４５２ ２８，２５８，４５２

２７年度 ７８８，７５０ ２８，０９２，７０８ ２８，８８１，４５８
金額は各年度
の決算による

差引増減 △７８８，７５０ １６５，７４４ △６２３，００６

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部
平成２９年７月３日、
平成２９年７月２０日

今 治 支 局
平成２９年７月３日、
平成２９年７月２０日

健 康 福 祉 環 境 部
平成２９年７月３日、
平成２９年７月２０日

四 国 中 央 保 健 所 平成２９年７月３日

産 業 経 済 部 平成２９年７月２０日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２９年７月２０日

建 設 部 平成２９年７月３日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 平成２９年７月３日

今 治 土 木 事 務 所 平成２９年７月２０日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月３日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月３日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月２０日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月２０日

出 納 室 平成２９年７月３日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １６９，６１４，２３６ ４２４，４５９，７６３ ５９４，０７３，９９９

２７年度 １８１，２５１，１１４ ５４４，０７２，３８０ ７２５，３２３，４９４
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１１，６３６，８７８ △１１９，６１２，６１７ △１３１，２４９，４９５

（総務企画部）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の

人的被害があったほか、当該車両及び相手方車両の毀損があった。

（総務企画部）

３ 生活保護費戻入金について、収入未済額の縮減に、引き続き努めら

れたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ０ ２９４，５０５ ２９４，５０５

２７年度 ０ ２９９，５０５ ２９９，５０５
金額は各年度
の決算による

差引増減 ０ △５，０００ △５，０００

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一

層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １０，９２５，５０４ ３４，８２６，４１８ ４５，７５１，９２２
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理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 １，０３８，２３１
平成２８年度決算
による

（総務企画部）

２ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ３１９，６８５，８３８ ６２３，０７４，２９４ ９４２，７６０，１３２

２７年度 ２８３，４６２，５６８ ７４８，８９１，７３３ １，０３２，３５４，３０１
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ３６，２２３，２７０ △１２５，８１７，４３９ △８９，５９４，１６９

（総務企画部）

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １，８８３，５２５ １０，３９４，７６５ １２，２７８，２９０

２７年度 １，５７３，８１７ ８，９５９，９４８ １０，５３３，７６５
金額は各年度
の決算による

差引増減 ３０９，７０８ １，４３４，８１７ １，７４４，５２５

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努

められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ２，１２０，５４７ ８，７２５，０８４ １０，８４５，６３１

２７年度 １，９０７，１７１ ７，９２４，１９２ ９，８３１，３６３
金額は各年度
の決算による

差引増減 ２１３，３７６ ８００，８９２ １，０１４，２６８

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １２７，１２８ １，６８３，９８０ １，８１１，１０８

２７年度 １１６，５３４ １，５７８，０４０ １，６９４，５７４
金額は各年度
の決算による

差引増減 １０，５９４ １０５，９４０ １１６，５３４

（健康福祉環境部）

５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ６，７９９，５５３ ２０，２２０，０３０ ２７，０１９，５８３

２７年度 ５，９２６，４９３ ２１，１８６，６３０ ２７，１１３，１２３
金額は各年度
の決算による

差引増減 ８７３，０６０ △９６６，６００ △９３，５４０

（建設部）

２７年度 ８，９６１，４０５ ３２，１７７，７９１ ４１，１３９，１９６
金額は各年度
の決算による

差引増減 １，９６４，０９９ ２，６４８，６２７ ４，６１２，７２６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ２１９，１８３ １，５５０，３４３ １，７６９，５２６

２７年度 ３０２，４１４ １，４９４，５８９ １，７９７，００３
金額は各年度
の決算による

差引増減 △８３，２３１ ５５，７５４ △２７，４７７

（健康福祉環境部）

５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ３４６，４００ ６，２４２，９００ ６，５８９，３００

２７年度 ９９６，７００ ６，１７２，１００ ７，１６８，８００
金額は各年度
の決算による

差引増減 △６５０，３００ ７０，８００ △５７９，５００

（建設部）

６ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ７２０，９００ ２，７１１，６００ ３，４３２，５００

２７年度 ５３３，７００ ３，２５２，２００ ３，７８５，９００
金額は各年度
の決算による

差引増減 １８７，２００ △５４０，６００ △３５３，４００

（建設部（今治土木事務所））

７ 収入未済の道路占用料について、収入未済額の縮減に、努められた

い。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 １８０，０００
平成２８年度決算
による

（建設部（今治土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２９年７月６日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２９年７月６日

産 業 経 済 部 平成２９年７月６日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２９年７月６日

建 設 部 平成２９年７月６日

! 万 高 原 土 木 事 務 所 平成２９年７月６日

出 納 室 平成２９年７月６日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の違約金（電気調達に係るもの）について、適切に債権管
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６ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２１年度及び２８年度 ２者 ４３，１２３
平成２８年度決算
による

（建設部）

７ 収入未済の違約金及び前払金余剰額に対する利息（いずれも工事請

負契約の解除に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

（違約金）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２７０，１００
平成２８年度決算
による

（利息）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２４７，８８５
平成２８年度決算
による

（建設部（!万高原土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

総 務 企 画 部
平成２９年７月５日、
平成２９年７月１９日

八 幡 浜 支 局
平成２９年７月５日、
平成２９年７月１９日

健 康 福 祉 環 境 部
平成２９年７月５日、
平成２９年７月１９日

産 業 経 済 部
平成２９年７月５日、
平成２９年７月１９日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２９年７月５日

建 設 部 平成２９年７月１９日

大 洲 土 木 事 務 所 平成２９年７月５日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 平成２９年７月５日

西 予 土 木 事 務 所 平成２９年７月５日

愛 南 土 木 事 務 所 平成２９年７月１９日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月１９日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２９年７月１９日

出 納 室 平成２９年７月１９日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ５８，７０４，０７０ ９２，７９６，４５２ １５１，５００，５２２

２７年度 ５９，９０２，３４２ １２１，３２１，３４８ １８１，２２３，６９０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，１９８，２７２ △２８，５２４，８９６ △２９，７２３，１６８

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ５９８，９１１ ９，５５４，０４７ １０，１５２，９５８

２７年度 ７５７，７２４ ９，６６７，７５９ １０，４２５，４８３
金額は各年度
の決算による

差引増減 △１５８，８１３ △１１３，７１２ △２７２，５２５

（健康福祉環境部）

３ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一

層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ７，１３２，６２４ ２２，９４４，２０３ ３０，０７６，８２７

２７年度 ５，９５７，９６７ ２０，３３４，４０８ ２６，２９２，３７５
金額は各年度
の決算による

差引増減 １，１７４，６５７ ２，６０９，７９５ ３，７８４，４５２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １８２，３２０ ２，６３５，１５７ ２，８１７，４７７

２７年度 ２８９，８６４ ２，４８９，５００ ２，７７９，３６４
金額は各年度
の決算による

差引増減 △１０７，５４４ １４５，６５７ ３８，１１３

（健康福祉環境部）

４ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

の廃車があった。

（健康福祉環境部（八幡浜支局））

５ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ８２９，７６０ ２，０９４，５１６ ２，９２４，２７６

２７年度 ７６８，０７４ １，３５４，３７４ ２，１２２，４４８
金額は各年度
の決算による

差引増減 ６１，６８６ ７４０，１４２ ８０１，８２８

（健康福祉環境部（八幡浜支局））

６ 収入未済の賠償金（公用車事故に伴うもの）について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 １９１，７７５
平成２８年度決算
による

（産業経済部（八幡浜支局））

７ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ３３６，８００ ６６３，０００ ９９９，８００

２７年度 ８１５，９００ ６８６，２００ １，５０２，１００
金額は各年度
の決算による

差引増減 △４７９，１００ △２３，２００ △５０２，３００

（建設部）
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８ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ２５９，３００ ９２０，７００ １，１８０，０００

２７年度 ２７５，９００ ９２４，５００ １，２００，４００
金額は各年度
の決算による

差引増減 △１６，６００ △３，８００ △２０，４００

（建設部（八幡浜土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成２９年５月１２日

研 修 所 平成２９年５月１２日

消 防 学 校 平成２９年４月１９日

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成２９年４月２０日

原 子 力 セ ン タ ー 平成２９年５月２３日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 平成２９年４月２０日

東予子ども・女性支援センター 平成２９年５月１８日

南予子ども・女性支援センター 平成２９年５月１８日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 平成２９年５月９日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 平成２９年５月９日

衛 生 環 境 研 究 所 平成２９年４月１９日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 平成２９年４月２０日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２９年５月１６日

え ひ め 学 園 平成２９年５月１８日

計 量 検 定 所 平成２９年５月９日

産 業 技 術 研 究 所
平成２９年５月９日、
平成２９年５月１２日、
平成２９年５月１８日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 平成２９年５月１８日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成２９年５月１６日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成２９年５月９日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成２９年５月９日

大 阪 事 務 所 平成２９年５月９日

病 害 虫 防 除 所 平成２９年４月１９日

農 業 大 学 校 平成２９年５月１６日

農 林 水 産 研 究 所

平成２９年４月１９日、
平成２９年５月９日、
平成２９年５月１６日、
平成２９年５月１８日

家 畜 病 性 鑑 定 所 平成２９年５月９日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ６，８７０，０７０ ２５，６３９，７５０ ３２，５０９，８２０

２７年度 ５，８９９，５２０ ２５，４２２，８６０ ３１，３２２，３８０
金額は各年度
の決算による

差引増減 ９７０，５５０ ２１６，８９０ １，１８７，４４０

（福祉総合支援センター）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 １，０５６，６３０ １０，８３５，９７１ １１，８９２，６０１

２７年度 １，７５６，６６０ ９，２２８，１８１ １０，９８４，８４１
金額は各年度
の決算による

差引増減 △７００，０３０ １，６０７，７９０ ９０７，７６０

（東予子ども・女性支援センター）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ２，２４５，０３０ ６，４４１，９２０ ８，６８６，９５０

２７年度 １，７８６，２５０ ５，４８０，３３０ ７，２６６，５８０
金額は各年度
の決算による

差引増減 ４５８，７８０ ９６１，５９０ １，４２０，３７０

（南予子ども・女性支援センター）

４ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ９３８，６０７ ３，４１９，６２０ ４，３５８，２２７

２７年度 ８６５，６３３ ３，７５６，３８３ ４，６２２，０１６
金額は各年度
の決算による

差引増減 ７２，９７４ △３３６，７６３ △２６３，７８９

（子ども療育センター）

５ 収入未済の食卵委託販売契約に係る生産物売払収入について、適切

に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２５年度 １者 １，２４７，０４８
平成２８年度決算
による

（農林水産研究所 畜産研究センター養鶏研究所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成２９年８月１７日

生 涯 学 習 課 平成２９年８月１７日

文 化 財 保 護 課 平成２９年８月１７日

保 健 体 育 課 平成２９年８月１７日

義 務 教 育 課 平成２９年８月１８日

高 校 教 育 課 平成２９年８月１８日

人 権 教 育 課 平成２９年８月１８日

特 別 支 援 教 育 課 平成２９年８月１８日

中 予 教 育 事 務 所 平成２９年５月９日

東 予 教 育 事 務 所 平成２９年５月１６日
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南 予 教 育 事 務 所 平成２９年５月９日

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成２９年５月１２日

総 合 科 学 博 物 館 平成２９年５月１６日

歴 史 文 化 博 物 館 平成２９年５月２３日

図 書 館 平成２９年５月９日

美 術 館 平成２９年５月９日

川 之 江 高 等 学 校 平成２９年１月１８日

三 島 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

土 居 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

新 居 浜 西 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

新 居 浜 南 高 等 学 校 平成２９年１月１８日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 平成２９年１月１８日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

西 条 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

西 条 農 業 高 等 学 校 平成２９年１月１６日

小 松 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

東 予 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

丹 原 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 西 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 南 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 北 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

伯 方 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

弓 削 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

北 条 高 等 学 校 平成２９年１月２０日

松 山 東 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

松 山 南 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

松 山 北 高 等 学 校 平成２９年１月２０日

松 山 中 央 高 等 学 校 平成２９年１月１６日

松 山 工 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

松 山 商 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

東 温 高 等 学 校 平成２９年１月１６日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

小 田 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

伊 予 農 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

伊 予 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

大 洲 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

大 洲 農 業 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

長 浜 高 等 学 校 平成２９年１月１６日

内 子 高 等 学 校 平成２９年１月１６日

八 幡 浜 高 等 学 校 平成２９年１月２０日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 平成２９年１月２０日

川 之 石 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

三 崎 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

三 瓶 高 等 学 校 平成２９年１月２０日

宇 和 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

野 村 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

宇 和 島 東 高 等 学 校 平成２９年１月１８日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

吉 田 高 等 学 校 平成２９年１月１８日

三 間 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

北 宇 和 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

津 島 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

南 宇 和 高 等 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 平成２９年３月１６日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 平成２９年１月２０日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 平成２９年１月１８日

松 山 盲 学 校 平成２９年１月２０日

松 山 聾 学 校 平成２９年３月１６日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 平成２９年３月１６日

み な ら 特 別 支 援 学 校 平成２９年３月１６日

今 治 特 別 支 援 学 校 平成２９年３月１６日

宇 和 特 別 支 援 学 校 平成２９年１月１６日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 平成２９年３月１６日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ６１，４７７，０００ １７８，６３０，１００ ２４０，１０７，１００

２７年度 ５７，６２１，０００ １４９，２４７，０００ ２０６，８６８，０００
金額は各年度
の決算による

差引増減 ３，８５６，０００ ２９，３８３，１００ ３３，２３９，１００

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ４３，０６５，８８０ ５４３，４９０，９１６ ５８６，５５６，７９６

２７年度 ４４，５８１，６０３ ５１５，６０４，９０１ ５６０，１８６，５０４
金額は各年度
の決算による

差引増減 △１，５１５，７２３ ２７，８８６，０１５ ２６，３７０，２９２

（人権教育課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成２９年８月９日

四 国 中 央 警 察 署 平成２９年２月１３日

新 居 浜 警 察 署 平成２９年３月１６日

西 条 警 察 署 平成２９年２月１３日

西 条 西 警 察 署 平成２９年３月１６日
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選挙管理委員会告示

!愛媛県選挙管理委員会告示第６９号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県神政連支部 長曽我部昭一郎 武 知 秀 忠 東温市南方字八幡森１９５４－２ 平成２９年９月１２日

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
公職の種類
（第１号）

届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

幸福実現党愛媛県第三選挙区支部 森 田 浩 二 白 石 則 廣 新居浜市中萩町１－４０ 衆議院議員 平成２９年８月２３日

今 治 警 察 署 平成２９年２月１５日

伯 方 警 察 署 平成２９年３月１６日

松 山 東 警 察 署 平成２９年２月１５日

松 山 西 警 察 署 平成２９年３月１６日

松 山 南 警 察 署 平成２９年２月１５日

! 万 高 原 警 察 署 平成２９年３月１６日

伊 予 警 察 署 平成２９年２月１５日

大 洲 警 察 署 平成２９年３月１６日

八 幡 浜 警 察 署 平成２９年２月１３日

西 予 警 察 署 平成２９年３月１６日

宇 和 島 警 察 署 平成２９年３月１６日

愛 南 警 察 署 平成２９年６月７日

（監査の結果）

平成２８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ３，０６６，０００ ４，５３１，３５６ ７，５９７，３５６

２７年度 ３，６２７，０００ ４，６１７，３５６ ８，２４４，３５６
金額は各年度
の決算による

差引増減 △５６１，０００ △８６，０００ △６４７，０００

（警察本部）

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２８年度 ４１５，４００ ７８４，３００ １，１９９，７００

２７年度 ３８４，１００ １，１６４，７００ １，５４８，８００
金額は各年度
の決算による

差引増減 ３１，３００ △３８０，４００ △３４９，１００

（警察本部）

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度及び１９年度 ２者 ８０９，０００
平成２８年度決算
による

（警察本部）

４ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１
平成２８年度決算
による

（今治警察署）

５ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（４件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損（うち警察車両１台の廃車）があった。

（今治警察署）

６ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、相手方

の人的被害があったほか、当該車両及び相手方車両等の毀損があった。

（松山西警察署）

７ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ７１０，８２２
平成２８年度決算
による

（松山南警察署）

８ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（松山南警察署）

９ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ２５０，０００
平成２８年度決算
による

（宇和島警察署）
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富永きよ後援会 富 永 喜 代 富 永 崇 司 松山市一番町一丁目１４－４ 衆議院議員 平成２９年１０月２日

２ 国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

愛媛県本田あきこ後援会 宮 内 芳 郎 堀 尾 郁 夫 松山市三番町七丁目６－９ 平成２９年８月４日

森田浩二後援会 白 石 則 廣 白 石 則 廣 新居浜市中萩町１－４０ 平成２９年８月２３日

山之内かなこ後援会 山之内 可奈子 浜 田 耕 一 松山市勝山町二丁目１２－３ 平成２９年９月１４日

生き生き政治ネット 大 早 直 美 中 野 鈴 惠 松山市衣山二丁目４－４７ 平成２９年１０月３日

!愛媛県選挙管理委員会告示第７０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県ときわ
会支部

宇 野 恒 生 代 表 者 宇 野 恒 生 一 色 勉 平成２９年７月２０日

会 計 責 任 者 村 中 弘 之 竹 原 義 隆

自由民主党鬼北支部 程 内 覚 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町小松１５３６ 北宇和郡鬼北町奈良４３５８ 平成２９年７月２０日

代 表 者 程 内 覚 松 田 八重子

会 計 責 任 者 渡 邊 眞 次 芝 照 雄

自由民主党松山支部連合
会

清 水 宣 郎 会 計 責 任 者 大 木 健太郎 土井田 学 平成２９年７月２２日

自由民主党松前支部 早 瀬 武 臣 会 計 責 任 者 篠 ! 洋 史 仙 波 勲 平成２９年７月３１日

自由民主党岩城支部 亀 井 文 男 主たる事務所の所在地 越智郡上島町岩城１５３２ 越智郡上島町岩城６１０ 平成２９年８月１０日

代 表 者 亀 井 文 男 松 浦 明 広

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

西条一心の会 玉 井 敏 # 会 計 責 任 者 野 間 賢次郎 酒 井 一 樹 平成２９年３月２９日

政治結社二代目男塾 影 内 輝 雄 会 計 責 任 者 坂 倉 安 夫 伊 藤 祐 介 平成２９年３月３０日

愛媛県商工連盟連合会新
居浜支部

横 川 明 英 代 表 者 横 川 明 英 曽我部 謙 一 平成２９年６月２８日

上田栄一後援会 松 長 清 雄 代 表 者 松 長 清 雄 森 永 芳 樹 平成２９年７月１８日

税理士による山本公一後
援会

山 中 佳代子 主たる事務所の所在地 宇和島市新町一丁目６－２ 宇和島市御幸町一丁目１－３ 平成２９年７月２８日
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!愛媛県選挙管理委員会告示第７１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

代 表 者 山 中 佳代子 村 田 八 郎

会 計 責 任 者 山 中 佳代子 村 田 八 郎

周桑民社協会 神 野 祐 一 会 計 責 任 者 加 藤 猛 夏 井 豪 平成２９年９月６日

住重労連政治活動委員会
愛媛支部

神 野 祐 一 会 計 責 任 者 加 藤 猛 夏 井 豪 平成２９年９月６日

村上常雄後援会 清 水 関 弘 主たる事務所の所在地 大洲市北只５７２－６ 大洲市北只５７１－１ 平成２９年９月７日

!愛媛県選挙管理委員会告示第７２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

!愛媛県選挙管理委員会告示第７３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２９年１０月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

! 野 宗 城 後 援 会 ! 岡 明 彦 平成２９年２月２８日

萩 森 良 房 後 援 会 萩 森 一 郎 平成２９年８月２０日

渡 部 伸 二 後 援 会 渡 部 美 幸 平成２９年９月１２日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

政 安 誠 後 援 会 政 安 誠 平成２８年１２月３１日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

富 永 喜 代 衆議院議員（候補者） 富永きよ後援会 松山市一番町一丁目１４－４ 平成２９年９月２９日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日

玉 井 敏 # 西条一心の会 公 職 の 種 類 西条市長 愛媛県議会議員（西条市選挙区） 平成２９年３月２９日

主たる事務所の所在地 西条市神拝甲１４１－１ 西条市新田１９７－１

平成２９年１０月１３日 発行
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